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　　　　　あなたの街の犯罪被害者支援
日　時　　９月２７日（水）

　　　　　午後６時会場　６時３０分開会　８時４０分ごろ終了予定

場　所　　埼玉会館小ホール

出演者　　①基調報告：犯罪被害者

　　　　　②基調講演：泉房穂氏　兵庫県明石市長・弁護士

　　　　　③パネルディスカッション「地方自治体による犯罪被害者支援を考える」

　　　　　　パネリスト：諸澤英道氏　常磐大学元学長・世界被害者学会理事

　　　　　　　　　　　　兵庫県明石市犯罪被害者等支援相談窓口職員

　　　　　　　　　　　　犯罪被害者

　　　　　　コーディネーター：横山佳純氏　弁護士・埼玉弁護士会犯罪被害

　　　　　　　　　　　　　　　者支援委員会委員長

問合せ　　埼玉弁護士会　  ０４８－７１０－５６６６

 「県民相談総合センターにおける法律相談事業」

◎弁護士・司法書士による法律(民事・家庭問題)相談 〔県民相談総合センター〕

　事前に電話で予約してください。  ０４８－８３０－７８３０

  相 談 内 容    会 　　　　　場             実      施      日        相談時間

　　　　　　　  埼玉県庁第２庁舎１階　  毎週月・火・木曜日�

　　　　　　　  春日部地方庁舎１階        毎月第１・第３木曜日　�

　弁護士相談　  川越地方庁舎（ウェスタ川越４階）    毎月第２・第４火曜日�

　　　　　　　  熊谷地方庁舎１階           毎月第１・第３・第４水曜日�

　　　　　　　  秩父地方庁舎１階           毎月第２・第４木曜日�

  司法書士相談　埼玉県庁第２庁舎１階     毎月第３水曜日

※律相談はすべて面談で行い、裁判・調停中の問題および刑事事件は相談の対

　象としておりません。

（ＨＰリンク先）   http://www.pref.saitama.lg.jp/a0301/info/911-201001029-2.htm

問合せ　埼玉県県民相談担当　　０４８－８３０－７８３０

午後１時

   ～４時

                国営武蔵丘陵森林公園からのお知らせ

         約３０万本の「羽毛ゲイトウ」花畑
　森林公園では８月中旬から約３０万本の「羽毛ゲイトウ」が西口ひろばの花畑

を鮮やかに彩ります。見頃となる８月は、夏季限定で西口の一部エリアを午前６

時３０分から特別開園します！【設定日のみ】

　花畑の観賞とともに、朝の涼しい時間帯の心地よい園内散策をお楽しみください。

早朝開園日　８月５日（土）、６日（日）、１１日（祝・金）～１５日（火）

開 園 時 間　午前６時３０分～９時３０分

開園エリア　西口エリアの一部（西口ひろば、水遊び場、冒険コース）

入　園　料　大人（高校生以上）　410円　　シルバー（65歳以上）210円

　　　　　　小・中学生　　　　　 80円　　※幼児無料

早 朝 特 典　午前９時までにご入園の方は、「西口駐車場」の駐車料金（普通

　　　　　　車620円）が無料になります。

問　合　せ　国営武蔵丘陵森林公園　管理センター　  ５７－２１１１

　 　 　 　 地 域 デ ビ ュ ー 川 柳
　埼玉県では、アクティブシニアの地域活動への参加を後押しする「地域デビ

ュー川柳」を募集します。優秀作品には素敵な県産品などの賞品をプレゼント。

小中学生を対象とした子ども部門もありますので、ご家族皆さんでのご応募も

お待ちしています。応募受付期間は、７月１４日（金）から９月１０日（日）。

詳細は県HPをご覧ください。

  URL　  http://kyojo.saitamaken-npo.net/

問合せ　共助社会づくり課担い手支援担当　  ０４８－８３０－２８３９

多数の者が利用する耐震診断・耐震改修
に関する補助制度をご活用ください
　埼玉県では、昭和５６年５月３１日

以前に建築確認を受けて建築された建

築物のうち、診療所や店舗、福祉施設

などの多数の者が利用する建物で一定

規模以上の建築物や、災害時に救命活

動や物資の輸送を行うための道路をふ

さいでしまうおそれのある建築物に対

して、耐震診断、耐震補強設計および

耐震改修の費用の一部を補助していま

す。

　お問合せは、埼玉県建築安全課

（    0 4 8 - 8 3 0 - 5 5 2 7 ）へ。

建物のアスベスト対策補助制度
をご活用ください
　埼玉県では、民間建築物のアスベス

ト対策として、アスベスト含有のおそ

れのある吹付け材含有調査およびアス

ベストの除去等工事に対する費用の補

助を行う「埼玉県民間建築物アスベス

ト対策授業」を実施しております。

　民間建築物のアスベスト対策をご検

討中の方は、お気軽にご相談ください。

問合せ　埼玉県建築安全課

　        　 ０４８－８３０－５５２５

10月は不正軽油撲滅対策強化月間です!
　不正軽油とは、県の税金である軽油

引取税の脱税を目的として、軽油に灯

油や重油などを混ぜた燃料や、自動車

の燃料として使用される灯油や重油の

ことをいいます。

　不正軽油の製造・販売・使用は悪質

な脱税行為であるばかりでなく、大気

汚染等環境や健康にも重大な影響を与

えることから、埼玉県では不正軽油の

撲滅対策を推進しています。

　「大量の排気ガスを出して走行して

いた」等、不正軽油に関する情報をお

持ちの方はご連絡ください。

問合せ　埼玉県総務部税務課課税担当　

　　　　    ０４８－８３０－２６６５


